
 

平成27年３月６日 

総務省自治財政局公営企業課 

資料３ 

「公営企業の料金のあり方」について 



料金のあり方についての主要な論点 
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料
金
体
系
等
の
検
討
に
つ
い
て 

料金算定手法 
の選定 

料金算定手法については、大きく分けて「総括原価方式」「資金収支積み上げ方式」の２種類
の手法が存在するが、どのような点に留意して検討を行うことが適当か。 

料金体系（基本料金、
従量料金）の設計 

多くの上下水道事業においては、料金体系について、基本料金と従量料金を組み合わせた体
系が採用されているが、どのような点に留意して検討を行うことが適当か。 

料金対象原価の検討 
料金の算定対象となる原価について、人件費や施設・設備の建設・改良費のみではなく、今後
の更新投資対策としての内部留保等、将来必要となる経費についても、適切な水準で含める
ことも求められるが、どのような点に留意して検討を行うことが適当か。 

料金体系（段階別 
料金）の設計 

料金体系について、従量料金制度を採用した場合、使用量が多くなるにつれて単価が高くなる
逓増制とその逆の逓減制が存在するが、従量料金制度のあり方についてはどのような点に留
意して検討を行うことが適当か。 

料
金
の
見
直
し
に
つ
い
て 

料金の見直しについて
の基本的な考え方 

料金の見直しの必要性やあり方について、どのように考えることが適当か。特に、中長期の経
営見通しとの関係をどのように考えることが適当か。 

料金の見直しに向けた
スケジュールの設定 

料金を見直す場合には、議会・住民等の関係者の理解を得ることが特に重要であるが、円滑
に理解を得るためには、どのような点に留意して料金改定のスケジュールを検討することが適
当か。 

料金の見直しに向けた
審議会等の運営 

料金を見直すにあたっては、事前に審議会等を設定し、見直しの内容等について諮る地方公
共団体が少なくないが、どのような点に留意して運営することが適当か。 

議会・住民の理解等 

料金を見直すにあたっては、議会の議決、住民の理解を得るために、どのような点に留意する
ことが適当か。さらに、料金見直しの要否にかかわらず、日頃から上下水道事業の経営状況
等の説明について、どのように考えることが適当か。また、その際に、料金についてどのような
説明を行うことが適当か。 



公営企業における料金のあり方の例①（料金算定手法等） 

○ 料金算定手法について、大きく「総括原価方式」と「資金収支積み上げ方式」とに分かれている。 
○ 「総括原価方式」を採用している団体でも、総括原価方式に基づく大幅な料金改定は困難であるといったことから、資

金面で支障が生じない範囲で料金を設定しているケースがある。 
○ 総括原価方式で資産維持費を設定しても、大幅な料金改定は現実的に困難であることや、現金が多額に残れば逆

に料金の値下げ圧力が高まるなど、結果的に収支均衡を図る説明が関係者の理解を得やすいケースも見られる。 

A公営企業 B公営企業 C公営企業 D公営企業 

料
金
設
定 

○ 資金収支積み上げ方式 
（料金算定期間における収支均衡を
ベースとする方法） 

○ 総括原価方式 
（料金算定要領等に基づく方法） 

○ 資金収支積み上げ方式 
（料金算定期間における収支均衡を
ベースとする方法） 

○ 総括原価方式 
（料金算定要領等に基づく方法） 

補
足
説
明 

○ 統合事業計画のうち10年間を見
据えた上で、5年を算定期間として
料金単価（供給単価）を設定し、こ
れに若干の資産維持費を見込ん
だ 

○ 直近の改定時においては、使用
料を改定しない場合、料金算定期
間内の収支は欠損が見込まれた
ことから，累積損益収支が概ね均
衡するよう，下水道使用料を引き
上げた 

○ 総括原価方式を用いるも、大幅な
料金改定は困難である 

E公営企業 F公営企業 G公営企業 H公営企業 

料
金
設
定 

○ 総括原価方式 
（料金算定要領等に基づく方法） 

○ 資金収支積み上げ方式 
（料金算定期間における収支均衡を
ベースとする方法）） 

○ 資金収支積み上げ方式 
（料金算定期間における収支均衡を
ベースとする方法） 

○ 資金収支積み上げ方式 
（料金算定期間における収支均衡を
ベースとする方法） 

補
足
説
明 

○ 総括原価方式を採用すると、大幅
な値上げとなるため、使用者への
影響を考慮し、資金面で支障が生
じない範囲で料金（使用料）を設
定 

○ 直近改定は改定率25%で、算定期
間5年として使用料対象経費の
90%回収を見込んだ段階的な改定
を実施、平成28年度の法適化後
見直しを行う必要があると考えて
いる 

設問：料金をどのように設定していますか？ 

回答選択肢：総括原価方式（料金算定要領等に基づく方法）、資金収支積み上げ方式（料金算定期間における収支均衡をベースとする方法）、その他 
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設問：料金をどのように設定していますか？ 

回答選択肢：総括原価方式（料金算定要領等に基づく方法）、資金収支積み上げ方式（料金算定期間における収支均衡をベースとする方法）、その他 
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I公営企業 J公営企業 K公営企業 L公営企業 

料
金
設
定 

○ 資金収支積み上げ方式 

（料金算定期間における収支均衡を
ベースとする方法） 

○ 総括原価方式 
（料金算定要領等に基づく方法） 

○ 水道事業：総括原価方式 
（料金算定要領等に基づく方法） 

○ 下水道事業：資金収支積み上げ
方式 

（料金算定期間における収支均衡を
ベースとする方法） 

○ 総括原価方式 
（料金算定要領等に基づく方法） 

 

補
足
説
明 

○ 資本的収支不足額-内部留保資

金で示される資産維持費相当額
も料金対象原価に含めて算定し
ている 

  ○ 基準となる使用料を施設の維持
管理にかかる費用から算出し、設
定している 

M公営企業 

料
金
設
定 

○ 総括原価方式 
（料金算定要領等に基づく方法） 

 

補
足
説
明 

○ 資産維持費は、建設投資を賄え
るよう独自に設定している 

出所：総務省「公営企業の経営戦略の策定等に関する研究会報告書」127ページ 図表Ⅳ-24 

（続き） 



○ 従量料金で水量区分等による段階別逓増料金を設定している団体が、全体の66.7%を占めている。 
○ 使用水量が多くなるに応じて段階的に高くなる逓増型従量料金は、水使用の抑制という観点からは必要性はあると

考えられるものの、有収水量の減少傾向が続いている現状においては、中長期的な経営の安定の確保に懸念が
みられる。 

○ 水需要の減少傾向により施設利用率に余裕が生じるなど、逓増型従量料金採用の趣旨と実態との乖離がみられる
事業体もあること、逓増度が高い事業体において、水道水から地下水に切り替える利用者もあり料金収入の減少
につながる例も見られる。 

基
本
水
量 

従量料金 

単一 
段階別 
逓増 

有
り 

無
し 

404 
(31.7%) 

546 
(42.8%) 

11 
(0.9%) 

305 
(23.9%) 

958 
(75.1%) 

317 
(24.9%) 

415 
(32.6%) 

851 
(66.7%) 

事業体数 

1275 用途別 

0 
(0.0%) 

1 
(0.1%) 

段階別 
逓減 

8 
(0.6%) 

0 
(0.0%) 

8 
(0.6%) 

1 
(0.1%) 

公営企業における料金の設定・見直しの例②（従量料金の設定（上水道）） 

4 出所：公益社団法人日本水道協会「水道料金表」平成26年4月1日現在 

事業
体数

構成比
事業
体数

構成比

単一従量料金 211 49.5%
①用途別 段階別逓増料金 211 49.5%

段階別逓減料金 3 0.7%
426(33%) 無し 1 0.2% 用途別従量料金 1 0.2%

単一従量料金 128 18.1%
②口径別 段階別逓増料金 273 38.5%

段階別逓減料金 3 0.4%
709(56%) 単一従量料金 10 1.4%

段階別逓増料金 295 41.6%
単一従量料金 65 46.4%

③その他 段階別逓増料金 62 44.3%
段階別逓減料金 2 1.4%

140(11%) 単一従量料金 1 0.7%
段階別逓増料金 10 7.1%

合計 1,275 1,275

従量料金の種類

404

99.8%

57.0%有り

有り 92.1%129

有り 425

無し

無し

区分

43.0%

7.9%11

基本料金におけ
る基本水量

305



○ 全体の約90％が基本使用量をベースとした従量制を採用している。また、使用量が増大するにつれ割り増し額が増
大していく累進制を採用しているのは全体の約73％となっている。 

使用料徴収条例 
施行団体数 

従量使用料制 
その他 

(水道料金比例制等） 基本料金あり 基本料金なし 

1,423 1,276 39 108 

累進使用料制 水質使用料制 
一般排水、特定排水の区分 

区分あり 区分なし 合計 

1,037 60 106 1,317 1,423 

下水道使用料体系（1） 

下水道使用料体系（2） 

全体の約90％ 

全体の約73％ 

公営企業における料金の設定・見直しの例③（従量料金の設定（下水道）） 

5 
出所：公益社団法人日本下水道協会「平成24年度版下水道統計」 



○ 以下はA公営企業（水道事業）の料金対象原価の分析事例である。料金算定要領に基づいた固定費の配賦を試算した
結果、料金収入に占める基本料金の割合を現行の料金体系におけるそれよりも高く設定することの必要性が確認。 

総
括
原
価 

需
要
家
費 

検針・集金関係費 3.5% 

量水器関係費 1.1% 

固
定
費 

 
 
維持管理費 
 
 

39.5% 

減価償却費 28.9% 

支払利息 4.7% 

 
資産維持費 
 

12.2% 

変
動
費 

変動費 10.0% 

原価の構成 

 

基本料金 

基本料金に配賦 
22.8% 

従量料金に配賦 

77.2% 

従量料金 

現行料金 
昭和50年代から現在までの料金体系 

 

基本料金 

基本料金に配賦 

41.4% 

従量料金に配賦 

58.6% 

従量料金 

料金算定要領に基づき試算 
予備施設能力を準備料金に配分 

基本料金に全額配賦 

従量料金に全額配賦 

施設能力と 
平均給水量の差 

運用上必要であるが 

通例的に稼動していな
い予備施設能力 

（43.1%） 

1日平均給水量 
給水のため常時稼動 
している施設能力 

（56.9%） 

料金算定要領の 
固定費配分基準*1を適用 

*1 固定費総額に対して浄水施設能力と、浄水施設能力と平均給水量の差の比率を乗じて得た額を基準料金とし、残余の固定費を従量料金とする 

浄
水
施
設
能
力 

配賦 

配賦 

【考察】現行料
金体系の下で
は、固定費的
要素を基本料
金部分で賄え
ず、従量料金
部分でも賄っ
ているため、有
収水量が減少
した場合の料
金収入への影
響が小さくない。 

公営企業における料金のあり方の例④（料金対象原価の検討①） 

6 出所：総務省「公営企業の経営戦略の策定等に関する研究会報告書」123ページ 図表Ⅳ-18に一部加筆 



○ 水道事業及び工業用水道事業においては、更新投資等の財源を料金対象原価に含める手法として、「資産維持費」とし
て含める手法が、事業を所管する府省等が取りまとめた料金算定要領において提示されている。 

水道事業 工業用水道事業 

 資産維持費は総括原価の構成要素である 
○ 水道事業においては、社会経済の進展に伴って、

質的に高度化することが求められている 
○ したがって、水道料金は単に既存の施設による

給水のための原価を賄うだけでは十分ではなく、
施設の建設、改良、再構築が可能であるように
財政的基盤の強化を図りうるものでなければな
らない 
 

 総括原価に含める資産維持費の範囲等について 
○ 資産維持費＝対象資産×資産維持率により計

算された範囲内とする 
○ 対象資産は、償却資産額の料金算定期

間期首および期末の平均残高とする 
○ 資産維持率は、今後の更新・再構築を円

滑に推進し、永続的な給水サービスの提
供を確保できる水準として３％を標準とし、
各水道事業者の創設時期や施設の更新
状況を勘案して決定するものとする 

 資産維持費は総括原価の構成要素である 
○ 資産維持費は、事業の施設・設備等の実体資

本を維持するために将来の事業用資産の建設、
改良、再構築等に充当されるべき額であり、こ
れをあらかじめ計上することによって、資産取得
の前後での料金の平準化に資することになる 
 

 総括原価に含める資産維持費の範囲等について 
○ 適正な資産維持費は、「アセットマネジメント指

針」を参考にして、維持すべき資産に係る将来
の更新費用を算定し、財源確保方策を含む中長
期的な財政の見通しを立てていく中で、決定して
いくべきものである 

○ 資産維持費を総括原価に加えるに当たっては、
不断の経営効率化努力、経営状態等の公開、
適正かつ効率的、計画的な更新・耐震化計画及
び資金計画の策定並びにこれらに伴う料金改定
に関する需要者への説明と理解を前提とする 

公営企業における料金のあり方の例⑤（料金対象原価の検討②） 

出所：水道料金算定要領（日本水道協会） 出所：工業用水道料金算定要領の説明書（経済産業省） 7 



○ 以下は、大阪府八尾市の水道事業における水道利用者の給水量と収入の負担割合の関係について、料金改定前後で
逓増度緩和を実施した影響度を分析したものである。 

公営企業における料金のあり方の例⑥（水量と負担割合の分析） 

8 出所：大阪府八尾市「平成24年度包括外部監査の結果報告書」41ページ 



 

 

○ 内部留保額の見直し 

○ 料金の見直し     等 

 
 

  

 
 

○ ダウンサイジング、スペックダウン  
○ 予防保全型維持管理を含む適切な維持管

理による長寿命化  
○ 過剰投資・重複投資の精査  
○ 新たな知見や新技術の導入  
○ 優先順位が低い事業の先送り、取りやめ  
○ 民間資金・ノウハウ等の活用（PPP/PFIの導

入等）  
○ 広域化の推進    等 

 
 

投資試算の再検討 

○ 料金の見直しについては、まず、「経営戦略」を策定し、中長期の経営見通しを立てた上で、投資等の経費と財源の均衡
を図る全体的な取組が必要。  

○ 「経営戦略」の策定を通じて、投資の合理化や経費の効率化・内部留保の見直し等の経営努力、さらには民間活用・広域
化等の改革に取り組んだ上で、又は、その計画と並行して、料金のあり方の見直しも検討すべき。  

○ ただし、料金のあり方の見直しを議論することを避けるべきではない。 

両面から 
均衡点を探る 

財源試算の再検討 

  地域の現状や将来像を踏まえた検討、公営企業の技術担当部局や一般会計

の企画・財政担当部局をはじめとする地方公共団体全体の関係部局との連携、

議会・住民への十分な説明等が必要。 

＜留意点＞ 

投資以外の経費の効率化 

 給与・定員の見直し、広域化の推進、民間

のノウハウの活用（指定管理、民間委託等）、

ICTの活用等による更なる効率化 

取組を反映 

9 

公営企業における料金のあり方の例⑦（料金の見直しの基本的な考え方） 



  各種経費の最大限の合理化をはじめ、経営改革・経営努力を図った上で、なお更新投資に要す

る経費など事業を継続するために必要な経費を現在の水準の料金では賄うことが困難である場合

には、料金の見直し（算定手法や料金体系の見直しを含む。）を議論することが必要と考えられる。 

   一方で、料金について必要な議論がなされず、見直しが進まないケースも見られるところであり、

必要なサービスの安定的な継続が懸念される場合等には、適切な対応が求められる。 

公営企業における料金のあり方の例⑧（見直しの議論が進まないケース） 

＜料金見直しの議論・取組が進まない場合（例）＞ 

  首長等が公営企業の経営に関心がない・経営の悪化等に気付いていない、首長等に公営企業

は独立採算を原則として経営を行うとの意識がない、料金負担の増加に伴う議会・住民の反発を

懸念して料金見直しに取り組まない  等 

＜料金見直しに取り組んでも見直しに至らない場合（例）＞ 

  首長等の意思表明が突然であるなど議会・住民等への説明が不足している、経営努力が不足

していると判断され料金見直しに議会・住民等の理解が得られない、料金見直しに伴う住民等へ

の影響が大きすぎて議会・住民等の理解が得られない、議会・住民等に公営企業の経営につい

ての理解が不足している  等 
10 



○ 料金改定で留意した点、苦労した点では、料金改定に関する住民への説明が挙げられており、経営状況や事業活
動に係る情報を積極的に住民に説明することが重要であるとされている。 

○ 他の生活関連料金との整合性や、議会への対応、料金改定スケジュールの調整なども留意、苦労した点として挙
げられている。 

A公営企業 B公営企業 C公営企業 D公営企業 

回
答 

住民への説明 前回の料金改定が、昭和60年以来
28年ぶりであり、平均改定率も高

かったことから市民の理解を得ること
が非常に困難であった 

このことから、経営状況や事業活動
に係る情報を積極的に市民に周知す
る必要性を強く感じている 

使用料対象経費について、資本費算
入率を段階的に引き上げ100％とな
るよう改定を行ってきた 

今後の使用料のあり方については、
施設の老朽化による影響や使用料
の逓増性の考え方等について、十分
に検証することが重要である 

料金改定率と資本維持費の関係をど
の様に調整するかが課題 

事業費を賄いきれる資本維持費を確
保することは難しい 

E公営企業 F公営企業 G公営企業 H公営企業 

回
答 

料金改定を必要とする理由の明確化 
逓増度の緩和 

料金改定による水道離れ、自己処理
の誘発 
基本水量のあり方 
資産維持費のあり方 
お客さまへの周知 
公営企業会計制度改正への対応 

公共下水道事業において、使用料改
定により損益黒字を確保できること
が理想と考えているが、住民サービ
スの観点から政策的に改定幅を抑え
ている。また、大口利用者に対する
影響が大きいことから、同時に水道
料金の料金体系を見直し、逓増度を
緩和した。 
料金改定のスケジュールが、4月から
外部審議会を4回開催し、9月に改正

案を議会に提出するというタイトなも
のであったため、事務量が増大し、他
課との調整にも苦慮した 

下水道と浄化槽は、同一サービス同
一料金との考えで、浄化槽事業を開
始した17年度当初は、同じ料金体系
としたが、20年度の料金改定（25％
UP）の際に、設置意欲の低下を防ぐ
ため浄化槽の使用料改定を見送った。 

なお、今後企業会計の適用に向けて
下水道と浄化槽をセグメントとして分
離する場合においては、浄化槽事業
の不採算が顕著に表されることにな
り、「同一サービス同一料金」という考
え方について、これまで以上に丁寧
に説明する必要性が高くなる 

首長・議員の選挙に与える影響、他
の生活関連料金（下水道使用料等）
の対応等に留意している 

設問：過去の料金改定で留意した点、苦労した点 

公営企業の料金のあり方の例⑨（改定で苦労した点等） 

11 



設問：過去の料金改定で留意した点、苦労した点 

12 

I公営企業 J公営企業 K公営企業 L公営企業 

回
答 

お客さまの声やお客さま満足度調査
などによるお客さまニーズや外部委
員会等の意見等を踏まえ、企業努力
などの説明を重点的に実施している 

留意した点：基本料金と従量料金の
配分割合の見直し、従量料金第1段
階単価の是正、逓増度の緩和等 

苦労した点：料金改定を経験している
職員が少なく分析に随分苦労した 

料金システムの構築・維持管理を料
金徴収業務と合わせて外部委託して
いるためデータ抽出にも手間取り分
析の支障になった 

水道事業：損益と資金収支のバラン
ス、下水道使用料改定とのバランス、
基本料金と従量料金のバランス 

下水道事業：一般会計繰入金とのバ
ランス、今後の投資計画（投資の抑
制）および経営努力、損益と資金収
支のバランス、逓増度、水道料金改
定とのバランス 

直近10年間で、料金改定は実施して

いないが、市外在住者の利用料金を
新たに設定することは行った 

今後料金改定の実施は避けられな
いと考えているが未定である 

M公営企業 

回
答 

議会の議決を得るのに必要な説明や
根拠資料の作成 

出所：総務省「公営企業の経営戦略の策定等に関する研究会報告書」153ページ 図表Ⅳ-43 

（続き） 



○ 以下は、実際に料金改定を行った団体（A市・B市）における、料金改定プロセスの実例である。 
○ 料金改定は、議会・住民の理解が必要であることから、経営状況を見える化し、議会・住民に適切なプロセスで料

金改定（値上げ）の必要性を説明し、値上げについての納得感を持ってもらうことがポイント。 
○ 最終的に条例改正を審議するための議会説明が最も重要であるが、事業管理者から諮問し、答申を得る外部審

議会の運営が、実質的には重要な位置づけとなっている。 
○ これらの説明に際しては、これまでの一定の経営努力（定員適正化、外部委託の推進等に伴うコスト縮減、料金徴

収努力、資産の利活用など）を合わせて説明することも重要とされている。 

財務分析・経営分析 

財務シミュレーション、料金改定案の策定 

外部審議会の開催、諮問、答申 

議会説明 

条例改正議案上程、可決 

広報、HPにて市民への周知 

4ヶ月 

5ヶ月 

1ヶ月 

6ヶ月 

1ヶ月 

6ヶ月 

財務分析・経営分析 

財務シミュレーション、料金改定案の策定 

外部審議会の開催、諮問、答申 

議会説明 

条例改正議案上程、可決 

広報、HPにて市民への周知 

2ヶ月 

4ヶ月 

1ヶ月 

5ヶ月 

1ヶ月 

4ヶ月 

H24 H25 
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

H25 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A市（標準スケジュール） 

B市（短期的なスケジュール） 

料
金
改
定 

料
金
改
定 

約1年半 

約1年 

平成23年12月 
市全体の「集中改革 
プラン」に位置付け 

首長からの指示 

料金改定のきっかけ 

公営企業における料金のあり方の例⑩（改定スケジュール等①） 

13 出所：総務省「公営企業の経営戦略の策定等に関する研究会報告書」152ページ 図表Ⅳ-41 



○ C市は料金改定に8年を要しているが、料金改定にかかる合意形成に粘り強く取り組むとともに、料金改定の納得
性を高めるために、経営計画を策定し、様々な課題克服に向けた取組みを推進。 

○ 料金改定を実現するためのポイントとしては、①中長期的な視点での経営計画策定、②合意形成を得るための取
組みが挙げられ、料金改定を実現できない団体は、このいずれか、若しくは両方に課題があるのではないか。 

H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 

課題克服に向けた 
取組み 

合意形成に向けた 
取組み 

1市2村合併（上水と簡水が共存） 

地域水道ビジョンの策定 
簡易水道の再評価（ダウンサイジング） 
第三者委託の検討 

上水道事業の再評価 
経営計画の策定 

アセットマネジメント実施 

第三者委託のエリア拡大 
施設更新計画を策定 

上水道事業の再評価（ダウンサイジング） 

値上げ示唆 

市の水道政策について広く説明 

各地区にて厳しい会計事情を説明 
市広報に記事連載 

第三者委員会へ値上げを諮問 
⇒答申 

市広報に記事再連載 
パブコメ募集 

各地区で頻繁に値上
げ説明会を開催 

料
金
改
定 

C市事例 

料金改定に向けた取組開始から合意形成まで8年かかったものの、粘り強い取組みにより料金改定を実現 
（関係者から理解を得られず、料金改定を断念しているケースがある中、C市の取組みは参考となるのではないか） 

粘り強い取組み 

公営企業における料金のあり方の例⑪（改定スケジュール等②） 

14 出所：総務省「公営企業の経営戦略の策定等に関する研究会報告書」152ページ 図表Ⅳ-42 



○ 以下は、5回の審議会開催により、料金改定に関する答申を得た団体（水道事業）における、各回の審議内容や実際
に進める上でのポイント（留意事項）を取りまとめたもの。 

○ 一例であり、団体により抱える課題が異なるため、回数の設定や議論の内容の深さはアレンジが必要である。 

第1回 第2回 第3回 第4回 第5回

議題 水道事業の概況について 料金改定の考え方について 料金改定案の検討について 料金改定案の検討について 審議会答申について

内容

①委員のご紹介
②会長・副会長の選出
③諮問
④水道事業の現状と課題
⑤今後の検討スケジュール

①料金制度の概要
②料金改定の考え方
③料金改定幅、各種分析の説
明

①料金改定案の検討
①料金改定案の検討
②答申案の検討

①答申案の検討

資料

・水道事業審議会設置要綱
・委員名簿
・諮問
・スケジュール案
・水道事業の現状と課題説明
資料
（沿革、事業の説明、決算推
移、給水人口等の推移、経営
効率化の取り組み等）
・今後の投資試算、財政試算
資料

・料金制度の概要
・料金改定の基本的な考え方
・現行料金表
・他団体との料金比較表
・指標分析、固変分析等の各
種分析結果
・料金改定幅の提案を含む、
今後の投資試算、財政試算資
料

・料金改定幅、改定案（修正
版）
・今後の投資試算、財政試算
資料（修正版）

・料金改定案（再修正版）
・今後の投資試算、財政試算
資料（再修正版）
・答申案

・答申案

ポイント

各委員が当該水道事業につ
いての共通認識を持ち、次回
以降の建設的な議論につなげ
るようにする（料金改定に関す
る議論に結びつく資料等は提
示しない）ことがポイント。

各種分析結果や一定の前提
条件の下での投資試算、財政
試算を提示し、料金改定の必
要性を理解していただくことが
ポイント。ただし、今回の提示
が最終結論ではないことをあ
らかじめアナウンスすることも
必要。

第2回の委員意見も踏まえ、料
金改定幅、投資試算、財政試
算を見直すとともに、現実的に
受入可能と想定される料金改
定（料金表）案を提示すること
がポイント。

第3回の委員意見も踏まえ、段
階的な料金改定の選択肢も視
野に入れながら、料金改定に
関する結論を得られるように
することがポイント。

これまでの議論を答申案に取
りまとめ、必要に応じて委員の
個別意見も盛り込むことで、審
議会としての結論を答申案と
することがポイント。

公営企業における料金のあり方の例⑫（審議会等運営） 
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○ 以下は、水道料金の改定を実施した団体における、住民向け広報資料の事例。通常は住民に理解していただきに
くい、水の流れや水の供給に要している費用を分かりやすく伝えている。 

公営企業における料金のあり方の例⑬（料金改定についての説明①） 
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○ また、水道事業の現状と課題もビジュアル的に分かりやすく説明を加え、料金改定の必要性を理解していただく内
容として取りまとめられている。 

公営企業における料金のあり方の例⑭（料金改定についての説明②） 

17 出所：滋賀県栗東市Webページ（http://www.city.ritto.shiga.jp/ikkrwebBrowse/material/files/group/43/ritto_suido_ryoukinkaiteiosirase.pdf） 

http://www.city.ritto.shiga.jp/ikkrwebBrowse/material/files/group/43/ritto_suido_ryoukinkaiteiosirase.pdf
http://www.city.ritto.shiga.jp/ikkrwebBrowse/material/files/group/43/ritto_suido_ryoukinkaiteiosirase.pdf
http://www.city.ritto.shiga.jp/ikkrwebBrowse/material/files/group/43/ritto_suido_ryoukinkaiteiosirase.pdf

